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『
続
日
本
紀
』
は
名
の
と
お
り
『
日
本
書
紀
』
を
承
け
た
歴
史
書
で
あ
り
、

特
別
の
宗
教
的
意
図
に
も
と
づ
い
て
編
纂
さ
れ
て
は
い
な
い
。
続
紀
の
宗

教
に
つ
い
て
は
宗
教
関
係
記
事
の
表
現
に
よ
っ
て
み
る
ほ
か
な
い
。
細
部

の
問
題
を
承
知
の
上
で
続
紀
の
宗
教
関
係
記
事
の
性
格
を
概
観
す
る
と
、

『
日
本
書
紀
』
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
六
国
史
の
最
後
の
『
三
代
実
録
』
に

比
較
し
て
も
、
内
容
も
表
現
も
乏
し
い
。
す
く
な
く
と
も
民
衆
の
宗
教
活

動
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
ら
の
記
事
は
民
衆
の
な
か
に

国
家
の
意
向
に
反
す
る
活
動
の
あ
る
と
き
、
事
実
と
認
識
さ
れ
た
事
柄
を

概
括
的
に
示
す
ば
か
り
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
続
紀
の
扱
っ
た
時
代
は
『
日
本
霊
異
記
』
が
取
り

あ
げ
る
説
話
群
が
総
体
と
し
て
扱
っ
た
時
代
の
中
に
入
る
。
し
た
が
っ
て

『
霊
異
記
』
の
所
収
説
話
が
扱
っ
た
人
物
や
事
件
も
少
な
か
ら
ず
み
え
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
説
話
的
伝
承
が
み
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
詳

細
に
叙
述
す
る
こ
と
も
稀
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』
と
続
紀
の
平
行
す
る
関
係

（１）

を
押
さ
え
た
う
え
で
の
纒
ま
っ
た
研
究
は
す
で
に
小
泉
道
氏
に
あ
る
。
氏

は
『
霊
異
記
』
の
説
話
と
の
対
比
に
お
い
て
続
紀
の
記
事
に
つ
い
て
全
体

『
続
日
本
紀
』
の
宗
教

は
じ
め
に

（
一
）
神
祇
祭
祀
お
よ
び
民
間
信
仰
神

神
祇
祭
祀
に
つ
い
て
い
う
と
、
朝
廷
も
し
く
は
国
家
の
関
心
事
に
つ
い

て
の
神
祇
祭
祀
を
中
心
に
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
民
間
信
仰
的

な
神
祇
祭
祀
は
そ
の
埒
外
に
な
る
。
神
祇
祭
祀
の
内
容
に
つ
い
て
も
『
三

代
実
録
』
で
は
祭
祀
の
目
的
と
と
も
に
告
文
の
内
容
も
記
録
す
る
が
、
続

紀
で
は
旱
災
な
ど
か
ら
の
救
済
を
願
う
た
め
に
祈
願
が
な
さ
れ
た
事
実
を

あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。
ま
た
、
民
間
信
仰
に
つ
い
て
も
、
制
限
す
べ
き
事

実
と
し
て
記
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
外
来
の
神
で
あ
る
が
、
『
霊
異
記
』
中

巻
第
五
縁
に
も
取
り
あ
げ
る
漢
神
の
祭
祀
の
禁
断
（
延
暦
十
年
九
月
十
六

的
な
概
観
と
細
部
の
表
現
に
つ
い
て
の
検
討
と
を
お
こ
な
い
、
記
事
の
量

や
用
語
等
に
ふ
れ
な
が
ら
続
紀
の
宗
教
関
係
記
事
に
言
及
し
、
聖
武
孝
謙

朝
か
ら
光
仁
桓
武
朝
に
か
け
て
仏
教
と
陰
陽
道
の
ウ
ェ
イ
ト
の
掛
け
方
に

交
替
現
象
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
後
に
言
及

す
る
よ
う
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
神
祇
祭
祀
・
民
間
信
仰
、
儒
教
、
陰
陽
道
・
識
緯
思
想
、
仏

教
の
四
点
に
つ
い
て
概
観
し
、
『
霊
異
記
』
も
視
野
に
入
れ
て
み
て
ゆ
き
た

い。

寺
川
眞
知
夫
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日
）
な
ど
は
そ
の
類
で
あ
る
。

さ
て
祭
儀
記
事
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
旱
の
と
き
の
祈
雨
の
記
事
で
あ

る
。
古
代
に
か
ぎ
ら
ず
、
国
家
に
と
っ
て
国
民
の
食
料
の
確
保
は
重
大
な

関
心
事
で
あ
る
。
食
料
生
産
は
大
き
く
水
に
支
配
さ
れ
る
。
旱
に
た
い
し

て
は
現
代
で
も
な
お
貯
水
量
を
増
や
す
か
井
戸
を
掘
る
こ
と
し
か
方
法
は

な
く
、
自
由
に
雨
を
降
ら
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
古
代
に
お
い
て
は
、

効
果
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
、
現
代
に
も
な
お
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
雨
乞
以

外
に
有
効
な
手
だ
て
は
な
か
っ
た
わ
け
で
、
神
助
を
祈
願
す
る
こ
と
が
、

続
紀
の
神
祇
の
祭
儀
記
事
の
多
く
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
全
て

の時代に亘る。

幣
帛
を
諸
社
に
奉
り
、
以
て
雨
を
祈
る
。（慶雲二年六月二十六日）

使
を
差
し
て
雨
を
伊
勢
神
宮
及
び
七
道
の
名
神
に
祈
る
べ
し
。

（延暦七年五月二日）

と
い
っ
た
記
事
で
あ
る
。
後
の
例
の
よ
う
に
、
そ
の
夕
方
か
ら
雨
が
降
り
、

以
後
も
適
度
な
雨
を
得
た
例
も
あ
る
が
、
雨
を
得
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
他
に
天
皇
の
徳
、
も
し
く
は
仏
教
的
兇
法
、
あ
る
い
は
民
間
信

仰
に
よ
る
ほ
か
な
か
っ
た
か
ら
に
は
、
繰
り
返
し
こ
う
し
た
祈
り
が
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
続
紀
の
お
び
た
だ
し
い
祈
雨
の
記
録
は
効

果
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
、
神
祇
名
山
大
川
の
、
祈
雨
の
対
象
と
し
て
の
位

置
に
揺
ら
ぎ
の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
神
祇
の
な
か
で
、
祈
雨
に
効
果

の
あ
る
神
と
し
て
早
く
名
の
出
た
の
は
芳
野
水
分
峯
神
（
文
武
二
年
四
月

二
十
九
日
条
）
、
山
背
国
乙
訓
郡
火
雷
神
（
大
宝
二
年
七
月
八
日
条
）
で
あ

る
。
丹
生
河
上
神
（
天
平
宝
字
七
年
五
月
）
に
黒
馬
が
奉
ら
れ
た
記
事
は

や
や
後
れ
る
が
、
前
二
者
と
異
な
り
以
後
恒
例
と
な
り
、
祈
雨
の
記
事
に

（２）

繰
返
し
み
え
る
。
も
と
よ
り
、
神
の
祭
儀
記
事
は
天
皇
家
の
神
社
伊
勢
神
宮

が
中
心
で
、
奉
幣
や
神
異
の
記
録
は
最
も
多
い
。

ま
た
神
階
授
与
の
記
録
は
、
天
平
勝
宝
元
年
十
二
月
の
勅
で
大
仏
建
立

に
功
の
あ
っ
た
宇
佐
八
幡
神
に
一
品
・
比
洋
神
に
二
品
が
授
け
ら
れ
た
の

が
早
く
、
後
天
平
神
謹
二
年
四
月
に
伊
豫
国
の
神
四
神
に
神
階
授
与
が
み

え
、
さ
ら
に
延
暦
元
年
末
か
ら
多
く
な
る
。
天
皇
を
天
神
の
子
孫
と
す
る

思
想
な
ど
に
後
れ
、
一
体
で
は
な
い
が
、
神
を
臣
下
と
扱
う
の
と
同
じ
発

想
で
待
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
祈
雨
な
ど
で
は
神
祇
祭
儀
と
仏
教
儀
式
が
平
行
す
る
記
事

も
多
い
が
、
続
紀
の
記
事
を
み
る
か
ぎ
り
両
者
が
調
和
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
寺
院
と
の
関
係
で
神
の
怒
り
を
招
く
事
態
も
起
こ
る
。

已
卯
、
西
大
寺
の
西
塔
に
震
す
。
之
を
卜
す
る
に
近
江
国
志
賀
郡
小

野
社
の
木
を
採
り
て
、
塔
を
構
へ
し
に
崇
を
為
す
と
。
当
郡
の
戸
二

烟
を
充
つ
。
（
宝
亀
三
年
四
月
二
十
九
日
）

と
の
記
録
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
の
怒
り
の
発
現
す
る
伝
承
の
型
に

属
す
る
。
早
く
は
「
斉
明
紀
」
七
年
五
月
条
に
天
皇
が
朝
倉
宮
建
設
の
た

め
に
朝
倉
社
の
木
を
切
り
払
っ
た
た
め
、
神
が
怒
っ
て
御
殿
を
壊
し
、
鬼

火
を
出
現
さ
せ
、
大
舎
人
な
ど
近
侍
す
る
者
に
病
死
す
る
者
を
多
く
出
し

た
と
い
、
フ
伝
承
に
み
え
る
。
こ
れ
を
神
仏
の
対
立
の
伝
承
に
利
用
し
展
開

し
た
の
が
、
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
天
平
十
九
年
）
に
み

る
子
部
神
社
の
神
の
怒
り
の
伝
承
で
あ
る
。
平
安
時
代
初
期
に
は
『
類
聚

国
史
』
（
巻
第
三
十
四
帝
王
十
四
天
皇
不
豫
・
淳
和
天
皇
）
に
も
、
東
寺
の

塔
の
用
材
に
東
山
の
稲
荷
社
の
社
の
樹
を
伐
っ
た
た
め
に
崇
が
淳
和
天
皇

に
及
び
不
豫
と
な
っ
た
と
す
る
伝
承
が
み
え
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』

第
十
二
巻
第
一
語
、
国
上
山
へ
の
寺
院
建
立
を
妨
害
す
る
雷
神
伝
承
な
ど
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に展開される。

続
紀
の
記
事
は
、
時
代
的
に
は
中
間
に
位
置
す
る
。
仏
教
信
仰
の
た
め

に
神
祇
が
軽
ん
じ
ら
れ
、
神
社
の
社
の
木
を
伐
る
な
ど
、
神
域
を
侵
し
た

こ
と
に
対
す
る
神
社
側
の
反
撃
の
あ
り
よ
う
を
窺
わ
せ
る
。
神
祇
祭
祀
者

と
仏
教
者
の
対
立
は
書
紀
の
崇
仏
排
仏
の
争
い
以
後
、
形
を
変
え
つ
つ
続

い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
神
は
仏
を
容
れ
る
こ
と

を
忌
む
と
す
る
信
仰
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
仏
教
の
側
で
も

神
が
寺
の
守
護
者
と
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
と
か
、
仏
に
救
い
を
求
め
た
と

す
る
伝
承
を
形
成
す
る
。
そ
う
し
て
神
は
あ
く
ま
で
仏
教
的
な
も
の
を
排

除
す
る
神
と
仏
に
近
づ
く
神
と
に
分
れ
る
。

続
紀
の
あ
げ
る
前
者
の
典
型
は
伊
勢
神
宮
の
対
仏
教
の
姿
勢
に
み
え

る
。
皇
太
神
宮
儀
式
帳
の
忌
言
葉
に
仏
教
関
係
の
も
の
が
あ
る
の
は
有
名

で
あ
る
。
続
紀
の
伊
勢
神
宮
関
係
の
記
事
に
は
、

丙
子
、
使
を
遣
し
て
丈
六
佛
像
を
伊
勢
大
神
宮
寺
に
造
ら
し
む
。

（
天
平
神
護
二
年
六
月
二
十
三
日
）

と
、
建
立
の
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
、
丈
六
も
造
立

さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
神
や
神
を
祭
る

者
の
願
い
に
よ
る
も
で
は
な
く
、
朝
廷
の
意
向
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

大
神
宮
寺
は
神
の
心
に
叶
わ
ず
崇
が
あ
っ
た
と
伝
え
る
記
事
も
続
く
。
す

なわち、是
の
日
、
常
に
異
な
る
風
雨
あ
っ
て
樹
を
抜
き
屋
を
発
く
。
之
を
ト

す
。
伊
勢
の
月
讃
神
、
崇
を
為
す
と
。
是
に
於
て
毎
年
九
月
、
荒
祭

神
に
准
じ
て
馬
を
奉
る
。
又
荒
御
玉
の
命
、
伊
佐
奈
伎
命
、
伊
佐
奈

美
命
を
官
社
に
入
る
。
又
度
会
郡
の
神
宮
寺
を
飯
高
郡
の
度
瀬
山
房

に
徒
す
。
（
宝
亀
三
年
八
月
六
日
）

伊
勢
大
神
宮
寺
、
先
に
崇
有
る
が
為
に
他
処
に
遷
し
建
つ
。
而
る
に

今
神
郡
に
近
く
、
其
の
崇
未
だ
止
ま
ず
。
飯
野
郡
を
除
く
の
外
、
便

地
に
移
し
造
ら
ん
て
へ
り
。
之
を
許
す
。

（宝亀十一年二月一日）

と
あ
る
。
こ
う
し
て
、
伊
勢
神
宮
は
仏
教
・
神
宮
寺
の
排
除
に
成
功
す
る
。

こ
の
対
極
が
、
後
者
の
典
型
た
る
宇
佐
八
幡
神
で
、
そ
の
神
職
は
仏
教
を

受
け
容
れ
、
さ
ら
に
近
づ
こ
、
フ
と
す
る
。

甲
戌
。
八
幡
神
宮
に
秘
錦
の
冠
一
頭
、
金
字
の
最
勝
王
経
、
法
華
経

各
一
部
。
（
中
略
）
又
、
三
重
の
塔
一
区
を
造
ら
し
む
。

（
天
平
十
三
年
閏
三
月
二
十
四
日
）

と
あ
る
の
が
早
い
。
「
神
宮
に
」
と
す
る
か
ら
、
塔
は
神
宮
寺
、
す
な
わ
ち

『
霊
異
記
』
下
巻
第
十
九
縁
に
み
え
る
い
わ
ゆ
る
矢
羽
田
大
神
寺
の
始
め
で

あ
る
ミ
フ
。
天
平
勝
宝
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
に
宇
佐
の
禰
宜
尼
杜
女
が

東
大
寺
に
参
拝
し
た
と
き
の
詔
に
は
、
「
豊
前
国
宇
佐
郡
に
坐
す
広
幡
の
八

幡
の
大
神
に
申
し
賜
へ
勅
は
く
、
神
が
天
神
地
祇
を
率
ゐ
誘
ひ
て
、
必
ず

成
し
奉
ら
む
。
云
々
』
と
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
は
く
と
申
す
」
と
あ
る
よ

、
フ
に
、
八
幡
神
は
自
ら
大
仏
を
応
護
し
よ
う
と
託
宣
し
た
と
い
、
フ
。
続
紀

は
東
大
寺
境
内
へ
の
鎮
座
に
は
言
及
し
な
い
が
、
後
、
鎮
守
手
向
山
八
幡

と
し
て
鎮
座
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
神
は
国
家
に
か
か
わ
る
神
な

が
ら
、
仏
教
と
の
関
係
で
は
相
対
す
る
動
き
を
み
せ
た
こ
と
を
記
す
。

こ
の
ほ
か
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
は
じ
め
に
か
け
、
近
畿
周
辺
の

神
の
な
か
に
、
仏
教
に
よ
っ
て
神
道
の
身
を
救
わ
れ
た
い
と
訴
え
、
神
宮

寺
を
建
立
を
求
め
る
神
も
あ
っ
た
。
気
比
神
宮
寺
・
若
狭
神
願
寺
・
多
度

神
宮
寺
な
ど
で
、
縁
起
は
安
世
高
伝
（
梁
憎
祐
撰
『
出
三
蔵
記
集
』
第
十

三
巻
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
五
巻
九
三
頁
、
梁
慧
皎
撰
『
高
僧
伝
』
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第
一
巻
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
巻
三
二
三
～
四
頁
）
の
神
身
離
脱

説
話
に
も
と
づ
い
た
神
身
離
脱
願
望
伝
承
を
核
と
し
て
形
成
さ
れ
て

（３）
い
た
。
『
霊
異
記
』
下
巻
第
二
十
四
縁
に
も
神
前
読
経
を
求
め
る
モ
チ
ー
フ

が
み
え
る
が
、
続
紀
は
こ
う
し
た
国
家
の
祭
祀
に
直
結
し
な
い
出
来
事
や

伝
承
は
記
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
神
に
菩
薩
号
を
奉
っ
て
神
を
仏
教
の
側
に

取
り
込
む
動
き
も
宇
佐
八
幡
宮
の
場
合
は
あ
っ
た
（
『
延
喜
式
』
神
名
帳
．

『
帝
王
編
年
記
』
欽
明
天
皇
三
十
二
年
）
が
、
続
紀
は
こ
れ
に
も
触
れ
な
い
。

続
紀
に
は
仏
教
関
係
の
記
事
の
ほ
う
が
多
い
が
、
こ
れ
も
国
家
の
行
事

や
政
策
に
か
か
わ
る
記
録
で
あ
り
、
仏
教
に
お
い
て
も
そ
の
枠
を
越
え
て
、

民
間
伝
承
的
な
要
素
を
も
つ
神
の
神
前
読
経
や
神
宮
寺
建
立
を
求
め
る
伝

承
を
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
続
紀
編
者
の
宗
教
的
な
立
場
が
垣
間

み
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
こ
に
み
た
い
ず
れ
の
記
事
も
事
実
を

簡
潔
に
記
し
、
説
話
的
な
膨
ら
み
を
も
た
せ
る
こ
と
を
極
力
避
け
た
叙
述

が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
他
の
記
事
に
も
共
通
す
る
。

（
二
）
儒
教
の
記
事

儒
教
は
宗
教
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
儒

教
は
律
令
制
を
支
え
る
政
治
的
な
基
本
理
念
で
あ
る
が
、
仏
教
と
の
接
点

も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
民
衆
と
の
関
係
で
い
う
と
、
孝
の
理
念
を
徹
底

さ
せ
よ
う
と
す
る
施
策
に
か
か
わ
る
記
述
が
注
意
さ
れ
る
。
続
紀
で
は
記

事
に
纏
ま
っ
た
形
で
は
な
い
が
、
儒
教
の
理
念
に
基
づ
く
表
現
が
張
り
巡

ら
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭
の
「
文
武
紀
」
冒
頭
に
は
、
「
天
皇
、
天
縦
寛
仁
な

り
」
と
あ
り
、
氷
高
内
親
王
へ
の
禅
譲
の
詔
（
霊
亀
元
年
九
月
二
旦
に

お
け
る
、
内
親
王
の
人
柄
を
讃
え
る
表
現
に
も
み
え
る
ほ
か
、
詮
に
も
仁

が
含
ま
れ
る
光
仁
天
皇
の
人
柄
に
つ
い
て
は
「
天
皇
、
寛
仁
敦
厚
な
り
」

（
「
光
仁
紀
」
冒
頭
）
と
表
現
す
る
。
あ
る
い
は
天
平
九
年
五
月
十
九
日
の

疫
旱
に
際
し
て
の
聖
武
天
皇
の
詔
に
は
「
朕
、
不
徳
を
も
っ
て
、
実
に
絃

の
災
を
致
せ
り
。
寛
仁
を
布
き
、
以
っ
て
救
民
の
患
を
救
は
む
と
思
ふ
」

な
ど
の
表
現
も
含
め
、
儒
教
の
基
本
的
な
理
念
を
あ
ら
わ
す
「
仁
」
の
文

字
は
天
皇
の
人
柄
の
ほ
か
統
治
・
行
為
を
讃
え
る
表
現
と
し
て
散
り
ば
め

られている．

例
に
あ
げ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
天
平
二
年
正
月
十
六
日
の
大
安
殿
で
の

酒
宴
が
終
わ
り
、
夕
方
皇
后
宮
に
行
幸
し
て
宴
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
そ

の
席
で
の
く
じ
引
き
の
短
籍
に
「
書
く
に
、
仁
義
禮
智
信
の
五
字
を
以
て
」

し
、
「
其
の
字
に
随
ひ
て
物
を
賜
」
う
た
と
い
う
。
単
な
る
記
号
に
し
か
す

ぎ
な
い
が
、
儒
教
の
基
本
的
理
念
を
表
す
五
文
字
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
記
す
。

も
と
よ
り
「
誠
」
の
文
字
も
多
用
さ
れ
、
「
忠
」
・
「
孝
」
に
も
少
な
か
ら

ず
言
及
す
る
。
『
霊
異
記
』
は
大
神
高
市
麻
呂
を
忠
臣
と
し
て
顕
彰
し
た
が
、

続
紀
が
「
忠
」
と
記
し
た
人
物
の
一
人
に
は
、
県
犬
養
三
千
代
が
い
る
。

天
平
八
年
十
一
月
十
一
日
に
葛
城
王
等
の
願
出
に
よ
り
橘
姓
が
下
さ
れ
た

勅
に
は
、
和
銅
元
年
十
一
月
二
十
一
日
の
大
官
祭
の
宴
で
、
元
明
天
皇
は

県
犬
養
三
千
代
の
「
忠
誠
之
至
」
を
誉
め
、
杯
に
浮
か
べ
た
橘
を
賜
い
、

橘
宿
禰
の
氏
姓
を
授
け
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

対
す
る
不
忠
者
の
代
表
と
し
て
は
藤
原
広
嗣
が
い
る
。
筑
紫
府
管
内
諸

国
百
姓
等
に
下
さ
れ
た
勅
で
は
、

逆
人
藤
原
広
嗣
、
小
来
凶
悪
な
り
。
長
り
て
詐
好
を
益
す
。
其
の
父

故
式
部
卿
、
常
に
除
き
奔
て
む
と
欲
す
れ
ど
も
、
朕
能
く
許
さ
ず
、

掩
ひ
蔵
し
て
今
に
至
れ
り
。
比
、
京
の
中
に
在
り
て
、
親
族
を
讃
ぢ

乱
す
。
故
、
遠
く
遷
さ
し
め
て
其
れ
、
心
を
改
む
る
こ
と
を
翼
ふ
。
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今
聞
か
く
、
檀
に
逆
乱
を
為
し
、
人
民
を
擾
乱
す
と
。
不
孝
不
忠
に

し
て
、
天
に
違
ひ
地
に
背
く
。
神
明
の
笄
つ
る
所
、
朝
夕
に
減
ぱ
む
。

一云々・

（
天
平
十
二
年
九
月
二
十
九
日
）

と
非
難
し
て
い
る
。
ま
た
、
広
嗣
が
肥
前
国
松
浦
郡
で
大
将
軍
東
人
に
斬

ら
れ
た
時
の
記
事
に
は
、

広
嗣
の
船
知
駕
島
よ
り
発
ち
、
東
風
を
得
て
往
く
こ
と
四
ケ
日
、
行

き
て
嶋
を
見
る
。
船
上
の
人
云
は
く
、
是
耽
羅
嶋
な
り
と
。
時
に
東

風
猶
ほ
扇
ぐ
に
、
船
海
中
に
留
り
て
、
肯
へ
て
進
み
行
か
ず
。
漂
蕩

ふ
こ
と
已
に
一
日
一
夜
を
経
た
り
。
西
風
卒
に
起
こ
り
、
更
に
船
を

吹
き
還
へ
す
。
是
に
広
嗣
、
自
ら
駅
鈴
、
一
口
を
捧
げ
て
云
は
く
、

「
我
、
是
れ
大
忠
臣
な
り
。
神
霊
我
を
奔
つ
る
か
。
乞
ふ
神
力
に
頼
り

て
風
波
暫
く
静
か
な
ら
む
こ
と
を
」
と
。
鈴
を
以
て
海
に
投
ず
。
然

れ
ど
も
猶
風
波
弥
甚
し
。
遂
に
等
保
知
駕
嶋
の
色
都
嶋
に
着
く
。

（
天
平
十
二
年
十
一
月
五
日
）

と
い
、
フ
説
話
的
な
伝
承
も
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
広
嗣
は
自
ら
「
大

忠
臣
」
と
主
張
す
る
が
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
、
伝
承
も
取

り
あ
げ
て
不
忠
者
と
し
て
描
き
だ
し
て
い
る
。

孝
の
場
合
は
理
念
の
公
布
と
と
も
に
孝
子
の
顕
彰
が
行
わ
れ
て
い
る
。

日本の家族制度は中国とは異靴り、儒教的理念にそぐわない面

を
も
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
『
霊
異
記
』
上
巻
第
二
十
三
縁
の
「
彌

房
の
母
」
が
実
母
か
乳
母
か
問
題
な
が
ら
、
無
償
の
母
の
愛
を
強
調
す
る

か
ら
実
母
と
み
る
と
、
息
子
は
実
母
と
別
居
し
、
出
挙
し
て
利
息
ま
で
取
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
極
端
な
例
と
し
て
も
、
結
婚
の
一
般
的
形
態
が
入

婿
制
で
、
息
子
が
老
父
母
を
扶
養
し
な
い
社
会
な
る
が
故
に
生
じ
た
事
実

と
す
る
と
、
こ
こ
に
孝
が
強
調
さ
れ
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

なる。た
と
え
ば
、
武
蔵
国
秩
父
郡
か
ら
和
銅
を
献
じ
た
こ
と
に
よ
る
改
元
の

詔をみると、
孝
子
、
順
孫
、
義
夫
、
節
婦
は
其
の
門
間
に
表
し
、
優
に
三
年
を
復

す

。

（

和

銅

元

年

春

正

月

）

と
あ
る
。
類
似
表
現
は
改
元
・
慶
事
・
凶
事
の
詔
に
し
ば
し
ば
み
え
る
。

概
括
的
な
孝
子
の
顕
彰
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
個
別
の
人
物
が
孝
順
等
に

よ
り
讃
え
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
和
銅
七
年
十
一
月
四
日
の
条

に
は
、
「
大
倭
国
添
下
郡
の
人
大
倭
忌
寸
果
安
、
添
上
郡
の
人
奈
良
許
知
麻

呂
、
有
智
郡
の
女
、
日
比
信
紗
」
の
三
人
を
あ
げ
、
「
並
に
終
身
事
ふ
勿
れ
。

孝
義
を
雄
せ
り
」
と
い
う
。
う
ち
、
麻
呂
は
、

麻
呂
は
立
性
孝
順
に
し
て
、
人
に
怨
ま
る
る
こ
と
無
し
。
嘗
っ
て
後

母
の
謡
を
被
ふ
り
、
父
家
に
入
る
こ
と
得
ず
。
絶
え
て
怨
め
る
色
無

し
。
孝
養
弥
篤
し
。

と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
孝
子
を
顕
彰
し
、
終
身
、
倍
役
を
免
除
す
る
利
益

を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
孝
謙
天
皇
の
天
平
宝
字
改
元
の
詔
で
は
、

古
は
、
民
を
治
め
国
を
安
ん
ず
る
は
必
ず
孝
を
以
て
理
む
。
百
行
の

本
、
弦
よ
り
先
な
る
は
な
し
。
天
下
を
し
て
孝
経
一
本
を
家
ご
と
に

蔵
め
て
、
精
勤
講
習
せ
し
め
、
倍
教
授
を
加
へ
し
む
く
し
。
百
姓
の

間
に
孝
行
、
人
に
通
へ
、
郷
間
欽
仰
せ
る
者
有
ら
ば
、
宜
し
く
所
由

の
長
官
を
し
て
具
に
名
を
以
て
薦
め
し
む
く
し
。
其
れ
不
孝
・
不
恭
．

不
友
・
不
順
の
者
有
れ
ば
、
陸
奥
の
国
の
桃
生
、
出
羽
の
国
の
小
勝

に
配
し
て
、
以
て
風
俗
を
清
め
、
亦
た
辺
防
を
桿
が
し
む
く
し
。

（
天
平
宝
字
元
年
夏
四
月
四
日
）

と
の
べ
、
家
々
に
『
孝
経
』
を
置
き
、
教
授
を
加
え
る
こ
と
と
と
も
に
、
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不
孝
者
な
ど
に
罰
を
与
え
て
東
北
に
移
し
て
辺
境
防
備
に
当
た
ら
せ
る
よ

う
に
命
じ
て
い
る
。
朝
廷
は
民
衆
が
飴
と
鞭
に
よ
っ
て
で
も
、
孝
を
勧
め

る
べ
き
状
況
に
あ
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
孝
経
』
の
教
授
に
は
ま
た

中
国
で
形
成
さ
れ
伝
来
さ
れ
た
孝
子
伝
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
先
、
元
正
天
皇
の
時
代
に
す
で
に
、

漆
部
の
司
の
令
史
、
從
八
位
上
丈
部
路
忌
寸
石
勝
・
直
丁
秦
犬
麻
呂
、

司
の
漆
を
盗
め
る
に
坐
せ
ら
れ
て
、
並
に
流
罪
に
断
ぜ
ら
る
。
是
に

石
勝
の
男
、
祖
父
麻
呂
年
十
二
、
安
頭
麻
呂
年
九
、
乙
麻
呂
年
七
、

同
じ
く
言
し
て
日
さ
く
、
「
父
石
勝
、
己
等
を
養
は
む
が
た
め
に
司
の

漆
を
盗
み
用
ゐ
る
。
其
の
犯
せ
る
と
こ
ろ
に
縁
り
て
遠
方
に
配
役
せ

ら
る
。
祖
父
麻
呂
等
、
父
の
情
を
慰
め
む
が
た
め
に
、
死
を
犯
し
て

上
陳
す
。
請
は
く
は
、
兄
弟
三
人
没
め
て
官
奴
と
な
し
、
父
の
重
き

罪
を
贈
は
む
こ
と
を
」
と
。
詔
し
て
日
は
く
、
「
人
、
五
常
を
真
く
る

に
、
仁
義
、
斯
れ
重
し
。
士
に
百
行
有
り
て
、
孝
敬
、
先
と
な
す
。

今
、
祖
父
麻
呂
等
、
身
を
没
め
て
奴
と
な
り
、
父
の
犯
せ
る
罪
を
賊

ひ
て
、
骨
肉
存
し
め
ん
と
す
。
理
、
浩
悪
に
有
り
。
宜
し
く
請
ふ
と

こ
ろ
に
依
り
て
官
奴
と
な
し
、
即
ち
父
石
勝
の
罪
を
免
く
し
。
但
し
、

犬
麻
呂
は
刑
部
の
断
に
依
り
て
配
処
に
発
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
養
老
四
年
六
月
二
十
八
日
条
）

と
い
た
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
祖
父
麻
呂
た
ち
は
、
約
一
か
月
後
の
七

月
二
十
一
日
に
「
免
し
て
良
に
従
は
し
む
」
配
慮
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
森
鴎
外
の
『
最
後
の
一
句
』
を
連
想
さ
せ
る
が
、
編
者
に
は
お
そ

ら
く
父
の
葬
儀
を
果
た
す
費
用
を
得
る
た
め
に
我
が
身
を
売
っ
て
奴
と

な
っ
た
董
永
（
『
劉
向
孝
子
伝
』
等
）
が
思
い
浮
か
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

孝
子
の
手
本
と
し
て
収
め
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

（
四
）
陰
陽
道
と
識
緯
思
想
の
記
事

陰
陽
道
を
学
ん
だ
者
は
陰
陽
生
と
し
て
官
僚
制
度
の
中
に
組
み
込
ま

れ
、
国
家
に
依
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
。
知
り
得
た
こ
と
の
漏
泄
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
（
「
雑
令
」
秘
書
玄
象
条
）
。
陰
陽
生
の
学
ぶ
書
は
「
職
員
令
」

陰
陽
寮
条
で
は
具
体
的
に
示
さ
な
い
。
「
学
令
」
で
も
大
学
寮
で
専
攻
す
べ

き
経
典
の
一
に
周
易
が
み
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
諸
国
博
士
医
師
な
ど
の

不
勉
強
を
嘆
い
た
勅
に
、
陰
陽
生
に
つ
い
て
は
、

陰
陽
生
は
周
易
・
新
撰
陰
陽
書
・
黄
帝
金
置
・
五
行
大
義
。

（天平宝字元年十一月九日）

と
学
ぶ
べ
き
害
を
あ
げ
て
お
り
、
主
な
書
は
わ
か
る
。
周
易
は
伏
義
の
作

と
さ
れ
る
八
卦
、
神
農
の
作
と
さ
れ
る
重
卦
、
周
の
文
王
の
作
と
さ
れ
る

卦
辞
、
周
公
の
作
と
さ
れ
る
交
辞
か
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
易
経
の
別
名
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
経
・
十
三
経
の
一
で
あ
り
、
儒
教
の
経
典

で
あ
る
。
他
の
『
新
撰
陰
陽
書
』
、
『
黄
帝
金
置
』
、
『
五
行
大
義
』
は
『
日

本
見
在
書
目
』
の
五
行
家
の
部
、
ま
た
『
新
撰
陰
陽
書
』
、
『
五
行
大
義
（
五

行
記
）
』
は
『
旧
唐
書
』
「
経
籍
志
」
の
「
五
行
」
に
も
み
え
て
い
る
。
ほ

か
に
『
日
本
見
在
書
目
』
が
五
行
家
に
配
し
た
書
で
、
続
紀
に
み
え
る
も

の
に
『
九
宮
經
』
、
『
瑞
応
図
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
含
め
、
陰
陽
道
は
日

本
で
は
基
本
的
に
は
儒
教
の
範
囲
で
認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
の
で

あ
ろ
う
。
陰
陽
五
行
説
は
中
国
の
基
本
的
な
考
え
を
現
し
て
お
り
、
儒
教
（５）

と
も
道
教
と
も
結
び
つ
い
た
。
儒
教
で
は
識
緯
説
を
生
み
出
し
て
い
る
。

識
緯
書
は
『
日
本
見
在
書
目
』
で
は
論
語
家
の
後
に
続
け
て
異
説
家
と
し

儒
教
は
民
衆
の
風
俗
を
清
め
る
教
え
と
し
て
も
機
能
す
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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て
あ
げ
る
。
識
緯
書
は
政
治
と
の
か
か
わ
り
で
瑞
相
な
ど
を
説
く
も
の
で

あ
る
。
緯
書
で
続
紀
に
み
え
る
の
は
『
孝
經
援
神
契
』
で
あ
る
。
元
号
の

霊
亀
・
養
老
・
神
亀
・
天
平
宝
字
・
神
護
景
雲
な
ど
は
こ
れ
ら
の
説
く
瑞

相
思
想
に
依
拠
し
て
い
る
。

改
元
の
依
拠
し
た
瑞
相
を
み
る
と
、
霊
亀
の
改
元
は
左
京
職
が
貢
し
た

瑞
亀
に
よ
る
。
元
正
天
皇
即
位
の
最
初
に
「
天
嘉
瑞
を
表
す
。
天
地
の
賜

施
、
酬
い
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
（
霊
亀
元
年
九
月
二
且
と
す
る
だ
け
で
、
瑞

亀
の
特
徴
や
根
拠
は
示
さ
な
い
。
養
老
の
改
元
は
、
元
正
天
皇
が
美
濃
国

当
耆
郡
多
度
山
の
美
泉
に
感
動
し
、
著
者
・
フ
ル
ネ
ー
ム
不
明
の
「
符
瑞

書
」
に
よ
っ
て
大
瑞
と
判
断
し
、
改
元
し
た
と
す
る
（
養
老
元
年
十
一
月

十
七
日
条
）
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
元
正
天
皇
の
神
亀
の
改
元
の
際
に
は
、

詔
し
て
日
は
く
、
「
今
年
九
月
七
日
、
左
京
の
人
紀
朝
臣
家
の
献
れ
る

白
亀
を
得
た
り
。
価
り
て
所
司
に
下
し
て
、
図
諜
を
勘
検
せ
し
む
。

奏
し
て
称
さ
く
、
「
孝
経
援
神
契
日
は
く
、
『
天
子
孝
な
れ
ば
、
則
ち

天
に
龍
降
り
、
地
に
亀
出
づ
』
と
。
熊
氏
瑞
応
図
に
日
は
く
、
『
王
者
、

不
偏
不
党
に
し
て
、
耆
老
を
尊
び
用
ゐ
、
故
旧
を
失
は
ず
、
徳
沢
流

洽
す
る
と
き
は
、
則
ち
霊
亀
出
づ
』
と
」
と
ま
を
す
。
是
に
知
る
べ

し
。
天
地
の
霊
既
、
国
家
の
大
瑞
な
り
。
皇
に
謂
へ
ら
く
、
「
朕
の
不

徳
を
以
て
、
此
の
顕
肌
を
致
せ
り
」
と
。
云
々
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
養
老
七
年
十
月
二
十
三
且

と
あ
り
、
緯
書
の
『
孝
経
援
神
契
』
、
五
行
書
の
『
熊
氏
瑞
応
図
』
に
よ
り

判
断
し
て
い
る
。
ま
た
神
護
景
雲
二
年
九
月
十
一
日
条
の
瑞
祥
の
解
釈
で

も、『孝経援神契』・『顧野王符瑞図』・『史記』・『熊氏瑞応図』を

あ
げ
、
瑞
祥
と
し
て
の
烏
や
動
物
の
政
治
的
な
意
味
を
詳
細
に
説
く
。
他

に
甲
斐
国
か
ら
奉
ら
れ
た
「
黒
身
白
髪
尾
」
の
神
馬
を
治
部
卿
門
部
王
等

が
『
符
瑞
図
』
・
『
援
神
契
』
に
よ
っ
て
「
大
瑞
」
と
奏
し
た
（
天
平
三
年

十
二
月
二
十
一
日
詔
）
例
、
対
馬
か
ら
奉
ら
れ
た
「
青
身
白
髪
尾
」
の
神

馬
を
「
符
瑞
図
」
に
よ
っ
て
瑞
祥
と
し
た
（
天
平
十
一
年
三
月
二
十
一
日

詔
）
例
、
河
内
国
古
市
郡
か
ら
奉
ら
れ
た
白
亀
を
『
瑞
圖
』
・
『
援
神
契
』

に
よ
っ
て
「
大
瑞
」
と
し
た
（
天
平
十
八
年
三
月
七
日
勅
）
例
、
皇
后
宮

に
見
え
た
赤
雀
を
左
大
弁
佐
伯
宿
祢
今
毛
人
が
、
『
孫
氏
瑞
応
図
』
に
よ
っ

て
上
瑞
と
奏
し
た
（
延
暦
四
年
五
月
十
九
且
例
な
ど
が
あ
る
。
フ
ル
ネ
ー

ム
の
は
っ
き
り
し
な
い
書
も
あ
る
が
、
緯
書
や
五
行
関
係
の
書
に
よ
っ
て

瑞
祥
の
判
断
を
し
た
と
記
す
。
ま
た
天
平
十
八
年
の
勅
に
は
易
繋
辞
上
の

「
河
、
図
を
出
し
、
洛
、
書
を
出
す
」
に
基
づ
い
た
「
河
洛
呈
祥
」
の
表
現

が
み
え
る
。
陰
陽
道
書
の
受
容
は
と
も
か
く
、
瑞
祥
の
発
見
が
位
階
授
与

等
の
褒
賞
に
つ
な
が
っ
た
か
ら
、
そ
の
知
識
は
民
間
に
も
浸
透
し
た
と
み

ら
れ
る
。
他
に
も
白
鹿
（
文
武
元
年
九
月
三
日
・
慶
雲
三
年
七
月
二
十
八

日
・
神
護
景
雲
二
年
正
月
十
日
・
宝
亀
元
年
五
月
十
一
且
、
白
雀
（
神
亀

四
年
正
月
三
日
・
天
平
四
年
正
月
一
日
・
宝
亀
元
年
五
月
十
一
日
・
延
暦

十
年
七
月
二
十
二
且
が
奉
ら
れ
た
記
事
な
ど
関
係
記
事
が
多
く
み
え
る
。

宝
亀
元
年
五
月
の
勅
に
「
乾
坤
祉
を
降
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
瑞
祥
は

天
皇
が
自
ら
の
政
治
を
天
あ
る
い
は
神
が
嘉
み
し
た
も
う
た
と
理
解
し
、

満
足
を
得
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
奉
ら
せ
、
多
く
の
褒
賞
を
与
え
た

の
で
あ
る
。
天
平
宝
字
改
元
の
理
由
と
な
っ
た
、
蚕
が
産
し
て
字
を
な
し

た
と
い
う
瑞
祥
の
よ
う
に
天
皇
の
意
に
迎
合
し
利
用
す
る
た
め
の
策
謀
と

み
ら
れ
る
例
も
あ
る
（
注
６
）
。
そ
の
策
謀
者
藤
原
仲
麻
呂
は
、
孝
謙
天
皇

譲
位
の
時
、
天
皇
を
讃
え
る
表
現
の
な
か
で
こ
れ
ら
瑞
祥
に
巧
み
触
れ
、

「
皇
帝
陛
下
、
天
下
に
臨
駅
し
た
ま
ふ
こ
と
十
有
余
年
、
海
内
清
平
に
し
て

朝
庭
に
事
無
し
。
祥
瑞
頻
に
至
り
、
宝
字
蓉
に
藻
れ
り
」
（
天
平
寳
字
二
年
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八
月
庚
子
朔
）
と
讃
え
る
。
こ
の
よ
う
に
瑞
祥
は
権
者
力
お
よ
び
そ
の
周

辺
の
者
の
関
心
と
強
く
結
び
つ
き
な
が
ら
受
容
さ
れ
た
思
想
信
仰
の
一
で

あ
っ
た
。
裏
返
せ
ば
、
悪
政
の
筈
徴
も
あ
り
え
た
。
易
姓
革
命
を
信
じ
る

中
国
で
は
反
乱
の
根
拠
に
さ
れ
も
し
た
が
、
日
本
で
は
旱
や
霧
雨
な
ど
は
、

天
皇
自
ら
の
徳
の
少
な
さ
と
し
て
の
自
省
の
な
か
で
そ
の
よ
う
に
と
ら
え

られる。詔
し
て
日
は
く
、
「
春
よ
り
冗
旱
に
し
て
、
夏
に
至
る
も
雨
ふ
ら
ず
。

百
川
は
水
を
減
し
、
五
穀
は
梢
彫
め
り
。
実
に
朕
の
不
徳
を
以
て
致

せ
る
と
こ
ろ
な
り
。
百
姓
、
何
の
罪
あ
っ
て
か
樵
萎
せ
る
こ
と
甚
し

き
。
云
々
」
と
。

（天平四年七月五日）

勅
し
た
ま
は
く
、
「
朕
、
寡
徳
を
以
て
、
万
姓
に
臨
し
駁
す
。
自
ら
治

む
る
機
に
暗
く
し
て
、
未
だ
寧
く
済
ふ
こ
と
克
は
ず
。
廼
者
、
災
異

頻
り
に
興
り
て
、
筈
徴
価
に
見
は
る
。
戦
々
競
々
と
し
て
、
責
予
に

在
り
。
云
々
」
と
。

（
天
平
七
年
五
月
二
十
三
日
）

な
ど
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
災
い
も
五
行
書
の

論
理
に
よ
れ
ば
、

大
史
奏
し
て
云
は
く
、
「
九
宮
経
を
案
ふ
る
に
、
来
年
は
己
亥
は
、
当

に
三
合
に
会
す
べ
し
。
其
の
経
に
云
は
く
、
『
三
合
の
歳
、
水
旱
疾
疫

の
災
有
り
』
と
」
と
ま
を
す
。
云
々

（
天
平
宝
字
二
年
八
月
十
八
日
）

と
い
う
よ
う
に
巡
り
合
と
し
て
、
責
任
回
避
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

も
と
よ
り
続
紀
が
こ
う
し
た
記
述
を
す
る
の
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
除

災
の
た
め
に
手
が
打
た
れ
た
こ
と
に
触
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
霊

異
記
』
下
巻
第
三
十
五
縁
の
永
手
の
子
家
依
の
発
言
や
下
巻
第
三
十
八
縁

の
景
戒
の
嘆
き
と
か
か
わ
る
。
横
道
に
そ
れ
た
が
、
日
本
で
も
、
政
治
批

判
の
た
め
に
天
地
の
災
異
を
も
ち
い
た
例
も
、

大
宰
少
試
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
広
嗣
表
を
上
り
、
時
の
政
の
得
失
を

指
し
、
天
地
の
災
異
を
陳
ぶ
。
因
り
て
僧
正
玄
防
法
師
・
右
衛
士
督

從
五
位
上
下
道
朝
臣
真
備
を
除
く
こ
と
を
以
て
言
と
為
す
。

（
天
平
十
二
年
八
月
二
十
九
日
）

と
い
う
よ
う
に
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
広
嗣
は
行
動
に
移
し

て
反
乱
へ
と
突
入
し
て
い
く
が
、
易
姓
革
命
を
試
み
た
わ
け
で
は
な
い
。

も
と
よ
り
、
続
紀
の
編
者
に
も
災
異
を
易
姓
革
命
説
に
も
と
づ
い
て
と
ら

え
る
意
図
は
な
か
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
万
世
一
系
の
天
皇
を
信
じ
る
日

本
の
朝
廷
に
仕
え
る
官
僚
で
あ
る
史
書
の
編
者
に
は
そ
の
視
点
は
不
要
で

あ
っ
た
。
中
国
の
正
史
が
基
本
的
に
は
新
王
朝
が
天
命
を
受
け
て
立
つ
必

然
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
前
王
朝
の
歴
史
を
書
く
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
日
本
の
史
書
の
編
者
の
視
点
は
異
な
っ
て
い
る
。
緯
書
や
五
行

書
を
も
ち
い
な
が
ら
も
治
世
批
判
の
立
場
か
ら
凶
象
を
書
き
込
む
意
図
を

も
た
な
か
っ
た
。
書
紀
は
継
体
天
皇
の
前
の
武
烈
天
皇
を
悪
王
と
し
て
描

く
姿
勢
を
み
せ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
編
年
体
の
史
書
の
な
か
で
大
局
的

に
は
同
系
の
血
脈
の
天
皇
の
擁
立
と
し
て
処
理
し
て
い
る
。
続
紀
に
お
い

て
も
光
仁
天
皇
即
位
の
前
、
称
徳
天
皇
の
時
代
に
こ
う
し
た
記
述
も
可
能

で
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
光
仁
天
皇
も
万
世
一
系
を
い
う
に
不
足

で
は
な
く
、
五
行
説
・
識
緯
説
に
よ
っ
て
意
味
付
け
す
る
必
要
を
認
め
ず
、

こ
れ
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
道
鏡
事
件
な
ど
、
王
権
の
乱
れ
に

つ
な
が
る
事
実
を
も
含
め
、
一
連
の
皇
位
継
承
の
な
か
で
扱
っ
て
い
る
。

日
本
の
歴
史
書
で
あ
る
続
紀
を
編
む
編
者
の
立
場
も
こ
の
点
で
は
明
確
で

ある。とも
あ
れ
、
陰
陽
道
・
識
緯
思
想
の
扱
う
事
実
へ
の
関
心
は
奈
良
時
代
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（
四
）
仏
教
の
記
事

奈
良
時
代
に
な
る
と
仏
教
は
朝
廷
の
思
想
的
基
盤
と
な
る
理
念
の
一
と

し
て
機
能
し
、
続
紀
の
な
か
の
宗
教
関
係
記
事
で
は
も
っ
と
も
量
が
多
い
。

欽
明
朝
に
伝
来
し
た
仏
教
は
、
推
古
朝
を
経
て
、
天
武
・
持
統
天
皇
の
時

代
に
は
護
国
経
典
と
し
て
の
『
金
光
明
経
』
・
『
仁
王
般
若
経
』
を
中
心
に

し
た
斎
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
護
持
の
基
本
理
念
の
一
端
を

担
う
よ
、
フ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
方
向
は
聖
武
・
孝
謙
に
よ
っ
て
強
化
さ

れ
、
東
大
寺
の
建
立
と
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
制
に
具
体
化
さ
れ
て
ゆ
く
。

前
者
は
金
光
明
護
国
之
寺
、
後
者
は
法
華
滅
罪
之
寺
と
し
て
の
役
割
を
担

い
つ
つ
、
仏
教
の
地
方
へ
の
浸
透
を
助
け
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
光

仁
天
皇
か
ら
桓
武
天
皇
に
な
る
と
、
行
き
過
ぎ
た
仏
教
へ
の
傾
斜
を
修
正

し
て
お
り
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
続
紀
の
仏
教
関
係
記
事
は
少
な
く
な
る
。

し
か
し
、
仏
教
の
呪
術
的
な
面
へ
の
関
心
が
薄
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
看

病
の
た
め
の
十
禅
師
の
制
の
制
定
（
宝
亀
三
年
三
月
六
日
）
な
ど
は
光
仁

朝
の
こ
と
で
、
平
安
朝
に
は
密
教
僧
の
活
躍
の
場
と
な
っ
て
い
く
。

『
続
日
本
紀
』
は
こ
う
し
た
流
れ
の
う
え
に
立
っ
て
お
り
、
国
家
を
支
え

る
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
か
か
わ
る
記
事
は
い
う
ま
で
も
な
く
き
わ
め
て

多
い
。
詔
の
中
に
も
国
家
護
持
の
仏
教
へ
の
信
仰
は
表
明
さ
れ
て
い
る
か

全
体
に
亘
っ
て
強
い
。
仏
教
等
の
記
述
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
小
泉
氏
が
指

（７）

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
へ
の
関
心
に
も
時
代
に
よ
る
多
寡
が
あ
る
よ
う

に
み
え
な
く
は
な
い
が
、
す
べ
て
の
時
代
に
亘
っ
て
陰
陽
道
関
係
記
事
は

続
紀
の
も
っ
と
も
丁
寧
に
記
述
し
た
こ
と
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
光
仁
朝
以
後
多
く
な
る
記
事
な
の
で
は
な
い
。
光
仁
朝
以
後
は
仏

教
関
係
記
事
が
減
る
た
め
に
目
立
つ
よ
う
に
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

ら
で
あ
る
。
大
仏
建
立
は
法
恩
を
天
下
に
浴
せ
し
め
、
「
三
宝
の
威
霊
に
頼

り
て
、
乾
坤
相
ひ
泰
か
に
、
万
代
の
福
業
を
修
め
て
動
植
威
く
栄
え
む
こ

と
を
欲
」
っ
て
の
こ
と
（
天
平
十
五
年
十
月
十
五
日
詔
）
で
あ
っ
た
。
ま
た

庶
民
の
災
厄
を
救
う
と
い
う
一
面
を
も
も
つ
が
、
す
で
に
み
た
『
九
宮
経
』

に
よ
っ
て
予
知
さ
れ
る
災
害
に
対
し
て
、
経
典
の
一
節
を
話
し
て
対
応
し

よ這うとの勅がみえる。

如
聞
ら
く
、
「
摩
訶
般
若
波
羅
密
多
は
、
是
れ
諸
仏
の
母
な
り
．
四
句

の
偶
等
を
受
持
し
読
謂
せ
ば
、
福
徳
聚
る
こ
と
思
量
す
べ
か
ら
ざ
る

を
得
」
と
。
是
以
て
、
天
子
念
ず
れ
ば
、
則
ち
兵
革
災
害
、
国
の
裏

に
入
ら
ず
。
庶
人
念
ず
れ
ば
、
則
ち
疾
疫
癌
鬼
、
家
の
中
に
入
ら
ず
。

悪
を
断
ち
祥
を
獲
る
こ
と
此
に
過
ぎ
た
る
は
莫
し
。
宜
し
く
天
下
諸

国
に
告
げ
て
、
男
女
老
少
を
論
ふ
莫
く
、
起
坐
行
歩
に
口
に
閑
ひ
、

皆
尽
く
摩
訶
般
若
波
羅
密
を
念
調
す
べ
し
。
其
れ
文
武
百
官
の
人
等
、

朝
に
向
か
ひ
、
司
に
赴
く
道
路
の
上
に
、
毎
日
に
常
に
念
じ
て
、
空

し
く
往
来
す
る
こ
と
勿
れ
。
庶
は
く
は
、
風
雨
時
に
随
ひ
、
威
く
水

旱
の
厄
無
く
、
寒
温
気
を
調
へ
て
、
悉
く
疾
疫
の
災
を
免
れ
し
め
む

こ
と
を
。
普
く
遼
邇
に
告
げ
て
、
朕
が
意
を
知
ら
し
め
よ
。

（
天
平
宝
字
二
年
八
月
十
八
日
）

と
み
え
る
。
仏
教
も
き
わ
め
て
呪
術
的
に
受
容
さ
れ
て
お
り
、
神
祇
祭
祀

と
同
じ
く
仏
教
に
も
旱
や
疫
病
の
予
防
と
鎮
圧
の
効
力
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
国
家
安
寧
を
願
う
儀
式
に
か
か
わ
る
記
事
が
多
い
。
用
い

ら
れ
る
経
で
名
の
明
ら
か
な
も
の
は
、
『
金
光
明
経
』
（
『
最
勝
王
経
』
を
含

む
）
二
十
六
例
、
『
大
般
若
経
』
二
十
一
例
、
『
仁
王
般
若
経
』
七
例
、
『
法

華
経
』
六
例
、
『
梵
網
経
』
四
例
で
あ
る
。
こ
の
経
の
傾
向
は
も
と
よ
り
『
霊

異
記
』
の
そ
れ
と
異
な
る
。
し
か
も
、
『
霊
異
記
』
に
み
え
る
よ
う
な
仏
教
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的
営
み
の
効
果
と
し
て
の
霊
験
に
触
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

ま
た
高
僧
関
係
の
記
事
に
注
目
し
て
み
る
と
、
行
基
は
そ
の
一
生
の
間

に
評
価
の
大
き
く
変
わ
っ
た
僧
で
、
そ
の
活
動
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

周
知
の
養
老
元
年
夏
四
月
壬
辰
の
元
正
天
皇
の
詔
に
は
、

方
今
、
小
僧
行
基
井
ぴ
に
弟
子
等
、
街
衝
に
零
畳
し
て
、
妄
に
罪
福

を
説
き
、
朋
黛
を
合
は
せ
構
へ
て
、
指
臂
を
焚
き
剥
ぎ
、
門
を
歴
て

假
説
し
、
強
ひ
て
余
物
を
乞
ひ
、
詐
り
て
聖
道
と
称
し
て
、
百
姓
を

妖
惑
す
。
道
俗
擾
乱
し
て
、
四
民
業
を
棄
て
、
進
み
て
は
釈
教
に
違

ひ
、
退
き
て
は
法
令
を
犯
す
。

と
指
弾
さ
れ
た
が
、
後
に
聖
武
天
皇
に
、
こ
、
フ
し
た
民
衆
へ
の
勧
進
活
動

が
評
価
さ
れ
て
、
大
仏
建
立
の
さ
い
の
勧
進
活
動
の
指
導
者
に
選
ば
れ
、

大
僧
正
に
任
命
さ
れ
た
。
『
霊
異
記
』
は
こ
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
学
生

智
光
が
不
満
を
抱
き
、
行
基
を
誇
っ
た
が
た
め
に
地
獄
に
落
ち
て
苦
を
受

け
た
と
す
る
説
話
（
中
巻
第
七
縁
）
を
収
め
る
ほ
か
、
神
通
力
な
ど
の
不

思
議
を
説
く
行
基
関
係
説
話
を
六
話
取
り
あ
げ
る
が
、
続
紀
は
卒
伝
の
な

か
で
、
わ
ず
か
に
「
和
尚
、
霊
異
神
験
、
類
に
触
れ
て
多
し
」
と
い
う
ば

か
り
で
具
体
的
事
例
に
言
及
し
な
い
。
た
だ
、
こ
の
記
述
は
、
編
纂
時
に

行
基
関
係
の
説
話
類
が
多
く
あ
り
、
編
者
も
こ
れ
ら
を
知
り
な
が
ら
、
怪

に
属
す
る
と
み
た
の
か
、
故
意
に
具
体
的
事
例
に
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

窺
わ
せ
て
い
る
。
役
君
小
角
の
記
事
（
文
武
三
年
五
月
二
十
四
日
）
も
同

様
で
、
全
体
に
こ
う
し
た
傾
向
を
み
せ
る
な
か
で
、
道
照
法
師
に
つ
い
て

の
み
、
説
話
的
な
霊
異
伝
承
等
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
概
要
を
示
す
と
、

１
弟
子
が
和
尚
の
忍
行
を
試
そ
う
と
便
器
に
穴
を
あ
け
た
の
で
被
褥

を
汚
し
た
が
、
苦
笑
し
た
け
で
叱
ら
な
か
っ
た
。

２
入
唐
し
た
と
き
玄
弊
は
、
私
が
西
域
の
道
で
飢
え
た
と
き
梨
を
与

え
て
く
れ
た
沙
門
で
あ
る
と
い
っ
て
愛
し
、
同
房
に
住
せ
し
め
た
。

３
和
尚
の
帰
国
の
と
き
、
玄
弊
は
舎
利
や
経
論
と
と
も
に
「
西
域
か

ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
こ
れ
で
煮
た
も
の
は
病
に
よ
く
き
く
」
と

い
っ
て
鐺
子
を
授
け
た
。
帰
路
、
登
州
で
一
行
に
病
人
が
で
た
と
き

用
い
る
と
霊
験
が
あ
っ
た
。
海
路
の
途
中
で
順
調
な
風
が
吹
く
に
も

か
か
わ
ら
ず
七
日
七
夜
も
船
が
漂
っ
て
進
ま
ず
、
不
審
に
思
い
占
う

と
、
「
龍
王
が
鐺
子
を
欲
し
が
っ
て
い
る
」
と
出
、
和
尚
は
惜
し
ん
だ

が
、
人
々
が
鐺
子
を
海
中
に
投
げ
入
れ
る
と
、
船
は
順
調
に
進
ん
で

帰
る
こ
と
が
で
き
た
。

４
和
尚
は
天
皇
の
勅
請
に
よ
っ
て
天
下
周
遊
か
ら
帰
り
、
禅
院
に
止

住
し
て
坐
禅
を
し
た
が
、
あ
る
と
き
、
突
然
香
気
が
房
か
ら
漂
っ
た

の
で
弟
子
た
ち
が
、
驚
き
怪
し
ん
で
入
っ
て
み
る
と
、
端
座
し
て
気

息
は
な
か
っ
た
。

５
弟
子
た
ち
が
遺
言
に
よ
り
粟
原
で
火
葬
し
、
和
上
の
骨
を
争
っ
て

取
り
数
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
瓢
風
が
忽
起
り
、
灰
骨
を
吹
き
あ
げ
、

行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
。
（
文
武
四
年
三
月
十
日
）

と
い
っ
た
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
僧
に
か
か
わ
る
不
思
議
に
触
れ
た
稀
な
例

で
あ
る
・
続
紀
の
５
の
入
寂
の
モ
チ
ー
フ
は
屍
解
仙
を
思
わ
せ
、
『
霊
異
記
』

の
西
方
極
楽
往
生
者
と
し
て
の
扱
い
と
異
な
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
続

紀
は
仏
教
の
扱
い
で
も
、
他
と
同
じ
く
霊
異
神
験
の
類
の
記
述
に
禁
欲
的

であった。
こ
う
し
て
み
る
と
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
続
紀
の

宗
教
関
係
記
事
の
特
徴
は
、
事
実
を
客
観
的
に
書
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当

時
民
間
に
流
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
不
思
議
を
説
く
説
話
的
な
伝
承
に
対

し
て
は
、
国
家
の
関
心
事
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
怪
・
力
．
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乱
・
神
を
語
ら
な
い
儒
教
の
理
念
に
外
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
収
載
に

は
き
わ
め
て
禁
欲
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
も
あ
れ
、
続
紀
は
仏
教
記

事
の
消
長
に
窺
え
る
よ
う
に
、
時
代
に
よ
る
国
家
と
宗
教
の
か
か
わ
り
の

あ
り
よ
蕾
フ
を
如
実
に
反
映
さ
せ
な
が
ら
記
述
し
て
い
た
と
い
え
る
。
も
と

よ
り
、
資
料
や
す
で
に
編
纂
さ
れ
た
原
続
日
本
紀
か
ら
如
何
な
る
部
分
が

排
除
さ
れ
た
か
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
に
み
る
続
紀
の
編
者
に

は
、
広
く
五
行
思
想
も
含
め
て
儒
教
が
も
っ
と
も
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
続
紀
全
体
の
記
述
の
姿
勢
・
表
現
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
る
よ
う
に
思
う
。

注
（
１
）
小
泉
道
「
日
本
霊
異
記
と
続
日
本
紀
」
（
「
万
葉
」
第
百
四
十
四

（５）（６）（７）

八
号
平
成
六
年
三
月
）

（
４
）
吉
田
孝
「
律
令
制
と
村
落
」
（
一

（
２
）
岡
田
精
司
「
古
代
王
権
と
伊
勢
神
宮
」
（
『
古
代
祭
祀
の
史
的
研

究
』
一
九
九
二
年
十
月
）

（
３
）
拙
稿
「
神
身
離
脱
を
願
う
神
の
伝
承
」
（
「
仏
教
文
学
」
第
十

村山修一

村山修一

小
泉
道

拙稿

「
因
果
の
具
現
」
（
渡
辺
貞
麿
他
編
『
日
本
文
学
と
仏

教
思
想
』
昭
和
五
十
九
年
五
月
）

『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
（
一
九
八
一
年
四
月
）

号
平
成
四
年
九
月
）

一
九
七
六
年
三
月
）

前
掲
論
文

前
掲
書

（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
３
巻
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